
厚 生 委 員 会 資 料 

                                平成 29 年 8 月 21 日 

健康推進部国保医療年金課

年金受給資格期間の短縮について 

1 改正内容 

納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点

から、老齢基礎年金等の受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮され、平成
29年 8月 1日より施行されました。

2 根拠法令

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部 

を改正する法律(平成 24 年法律第 62 号)」 

 (補足) 

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部 

を改正する法律の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 84 号)」により施行の日が 

前倒しされ、平成 29 年 8 月 1 日とされました。 

3 対 象 者

65歳以上で、年金を受け取るために必要な資格期間※が 10年以上の方。
 ＜全 国＞ 約 40万人   ＜品川区＞ 約 1,800人

   ※資格期間とは 国民年金保険料の納付期間、厚生年金加入期間等

4 受給開始

7月末日頃までに手続きをされた方は、平成 29年 9月分が 10月に指定口座へ
振り込まれます。(以降、2か月分を偶数月に振り込む) 

5 受 給 額

 保険料を納めた期間に応じて支給される金額が決まります。

＜例＞保険料納付期間が 10年の場合、 約 16,235円/月
25年の場合、約 40,588円/月

6 周知方法

区ホームページ、区広報、国民年金窓口でのチラシ配布。

また、65歳以上の対象者には平成 29年 2月末～29年 7月までのあいだに日本
年金機構から「年金請求書」を送付しています。






